
             

  

定額制の各契約種別における再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

 

再生可能エネルギー       

発電促進賦課金単価 区分 

平成２５年４月分 平成２５年５月分以降※2 

10Ｗまでの 1灯につき※1 ８５銭 １円３６銭 

10Ｗをこえ 20Ｗまでの 1灯につき １円７１銭 ２円７２銭 

20Ｗをこえ 40Ｗまでの 1灯につき ３円４２銭 ５円４４銭 

40Ｗをこえ 60Ｗまでの 1灯につき ５円１３銭 ８円１６銭 

60Ｗをこえ 100Ｗまでの 1灯につき ８円５４銭 １３円５９銭 

電
灯 

100Ｗをこえる 1灯につき 100Ｗまでごと

に 
８円５４銭 １３円５９銭 

50VAまでの 1機器につき ２円５５銭 ４円０６銭 

50VAをこえ 100VAまでの 1機器につき ５円１０銭 ８円１２銭 

定額電灯 

公衆街路灯Ａ 

小
型
機
器 100VAをこえる 1機器につき 100VAまでご

とに 
５円１０銭 ８円１２銭 

総容量が 50VAまでの場合 ７銭 １１銭 

総容量が 50VAをこえ 100VAまでの場合 １４銭 ２２銭 

総容量が 100VA をこえ 500VA までの場合 100VA

までごとに 
１４銭 ２２銭 

総容量が 500VAをこえ 1kVAまでの場合 １円３８銭 ２円１９銭 

臨時電灯Ａ 

（1日につき） 

総容量が 1kVAをこえ 3kVAまでの場合 1kVAまで

ごとに 
１円３８銭 ２円１９銭 

契約電力 0.5㎾の場合 1日につき ７３銭 １円１５銭 

臨時電力 

契約電力 1㎾以上の場合 1㎾ 1日につき １円４５銭 ２円３０銭 

深夜電力Ａ 1契約につき ２２円００銭 ３５円００銭 

契約電力 0.5㎾ ３６銭 ５８銭 

契約電力 1㎾ ７２銭 １円１５銭 

契約電力 2㎾ １円４５銭 ２円３０銭 

契約電力 3㎾ ２円１７銭 ３円４５銭 

農事用電力 

（脱穀調整用電力） 

（1日につき） 

契約電力 3㎾をこえ 1㎾を増すごとに ７２銭 １円１５銭 

(注) 上記単価には消費税等相当額を含みます。 

※１ 供給約款等以外の供給条件（定額電灯および公衆街路灯Ａの料金についての特別措置）の適用を受ける場合 

※２ 本日改正された経済産業省令により、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、５月分から翌年４月分の

電気料金に同じ額を適用することが示されました。 

＜別紙２＞ 


